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5-4 特定化学物質の使用 

 特定化学物質は、労働安全衛生法及び特定化学物質障害予防規則で取り扱いが規制されている「身体

に健康障害を発生させる可能性が高い物質」です。危険性から第一類から第三類まで分類されています。 

  第一類物質：慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理、製造

許可を必要とするもの。 

  第二類物質：慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの。 

① 特定第二類物質：第二類物質のうち、特に漏洩に注意すべき物質 

② 特別有機溶剤等：発がん性の恐れが指摘されるもので有機溶剤と同様に作用し、上

記による中毒を発生させる恐れがあるもの 

③ オーラミン等：尿路系器官にがん等の腫瘍を発生する恐れのある物質 

④ 管理第二類物質：①〜③以外の物質 

  第三類物質：大量漏洩により急性中毒を引き起こす物質 

 健康被害が見られたまたは懸念される物質であり、特に扱いを慎重にする必要があります。皮膚からの

蒸気の吸収で健康被害が発生したケースもあるので、保護具の着用はもちろん足首など細部の肌の露出

もしないようにします。 

 

（１）使用場所の制限 

 特定化学物質は有機溶剤と同様に、その有害性から、原則としてドラフトなどの局所排気装置等が設置

されている場所で使用しなければなりません。やむを得ず、ドラフト等の無い場所で使用する場合は、一部

適用除外認定を受ける必要があります。以下のフローでご確認ください。 

 

 

 

（２）特別管理物質 

  特定化学物質の第一類物質と第二類物質のうち、がん原性物質またはその疑いがある物質は、「特別

管理物質」とされています。自分が使用する化学物質が特別管理物質に該当するかは、使用場所に掲示

してある特定化学物質の一覧表で確認します。もし掲示されていない場合は、YAKUMO の HP に資料があ

りますので、これを印刷・掲示して確認してください。また YAKUMO で発行されたバーコードラベルにも「特

別」と記載されていますので、こちらも確認してください。 
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（２）-１ 掲示 

本学では、特別管理物質を取り扱う場所では、特別管理物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の

注意事項及び使用すべき保護具を見やすい場所に掲示することを要項第 10条に定めています。特別管

理物質を使用する場合は、注意事項を必ず読んでから使用してください。 

※使用する特別管理物質の掲示物は、YAKUMOのマニュアルページにある「特別管理物質及び一覧表」

からダウンロードできます。 

 

 

図５－４ 特別管理物質 
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（２）-２ 作業記録 

 特別管理物質は、特に発がん等の有害性が高い化学物質であり、後々発生する恐れがある健康被害を

監視するため、常時使用する場合は「作業記録」をとらなければなりません。これは要項第 9条の 2に規

定されています。環境安全センターより対象である旨の連絡が来た場合は、以下の指定様式に記録を取

り、翌月の 10日までに毎月提出してください。保存年限は 30年です。適切に記録してください。なお、対象

となった場合は、未使用の月も必ずその旨を環境安全センターに連絡してください。 

 

 

図５－５ 特別管理物質 作業記録様式（記入例） 

 

（３）保護衣使用義務等物質 

 特定化学物質のうち、経皮吸収により健康障害を引き起こすおそれのある「保護衣使用義務等物質」とい

うものがあります。保護衣使用義務等物質を使用する又はその周辺で実験等を行い、皮膚から吸収される

おそれがある場合は、不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴を使用してください。保護衣使用義務等物

質は、化学物質購入時に発行される化学物質安全データシートにより確認できます。 

 

図５−６ 製品安全データシート例 
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表５−１ 保護衣使用義務等物質一覧 

特定化学物質第 1類物質 

ジクロロベンジジン及びその塩 塩素化ビフェニル（別名 PCB） オルト-トリジン及びその塩 

ベリリウム及びその化合物 ベンゾトリクロリド  

特定化学物質第２類物質 

アクリルアミド アクリロニトリル アルキル水銀化合物（アルキル

基がメチル基又はエチル基であ

る物に限る） 

エチレンイミン オルト-トルイジン  クロロホルム 

シアン化カリウム シアン化水素 シアン化ナトリウム 

四塩化炭素 1,4-ジオキサン 3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフ

エニルメタン 

ジクロロメタン ジメチル-2,2-ジクロロビニルホス

フェイト 

1,1-ジメチルヒドラジン 

臭化メチル 水銀及びその無機化合物（硫化

水銀を除く） 

スチレン 

1,1,2,2-テトラクロルエタン テトラクロロエチレン トリレンジイソシアネート 

ナフタレン ニトログリコール パラ―ニトロクロロベンゼン 

弗化水素 ベンゼン ペンタクロロフエノール 

シクロペンタジエニルトリカルボ

ニルマンガン 

２―メチルシクロペンタジエニル

トリカルボニルマンガン 

沃化メチル 

硫酸ジメチル   
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